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１ 調査概要

3

特定口座に係る個人投資者のニーズ等を把握し、今後の周知や税制
改正要望に活用するため。

■調査目的

■調査対象 現在、証券会社、登録金融機関等に取引口座を開設し、上場株式又
は公募株式投資信託に投資したことがある全国の個人投資者（20～
60代）

■調査方法 調査会社保有のインターネットパネルを用いたインターネット調査

■調査日程 ２０１１年９月１０日（土）～１２日（月）

■対象者設定の考え方
全国の人口分布に基づく年令や男女の比率を反映させ、偏りのないものとするため、地域ブロック（５エリア）×性・
年齢別（１０属性）を住民基本台帳の構成比に合う形になるように事前調査を実施。事前調査ベースで母集団人
口構成比を反映させているため、回収ベースはその中での調査対象条件該当者比率を反映したものとしている。

有効回収サンプルの分布 (%) 男性 女性

全 体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 小 計 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 小 計

全 体 100.0 6.3 14.1 13.3 12.8 19.5 66.1 1.7 4.8 7.1 9.0 11.2 33.9 

北海道・東北 8.2 0.4 1.1 0.9 1.3 2.1 5.8 0.1 0.5 0.6 0.7 0.6 2.4 

関東 37.3 2.0 5.4 5.3 4.7 7.1 24.6 0.7 1.6 2.4 3.0 5.0 12.7 

中部 17.2 1.3 2.8 2.1 2.2 3.2 11.5 0.2 1.0 1.1 2.0 1.4 5.7 

近畿 19.8 1.7 2.5 2.6 2.0 3.7 12.5 0.4 1.0 1.7 1.3 2.9 7.3 

中国・四国・九州 17.6 0.9 2.4 2.4 2.7 3.4 11.8 0.3 0.8 1.4 2.0 1.3 5.8 

■有効回収数

■調査実施機関 株式会社日本リサーチセンター

２,０８５ｓ
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特定口座における源泉徴収の有無（問３より算出） 問４．源泉徴収あり（源泉徴収選択口座）を選択した理由（複数回答可）

【特定口座開設者ベース】 【源泉徴収あり（源泉徴収選択口座）を選択した個人投資者ベース】

(ｎ＝2,085） (ｎ＝1,756） (%)　　

　　(%) (%)　　

確定申告を不要にできる

特に理由はない

証券会社が売却益に対して
源泉徴収してくれる

損益通算を証券口座で行える

その他

　　　　　特定口座開設の有無（問１より算出）

開設していない
15.8

回答した個人投
資者のうち特定
口座を開設して

いる
84.2

源泉徴収ありの
特定口座を選択

している
83.4

選択していない
16.6

(ｎ＝1,465）

31.3

21.5

0.5

7.6

78.6

(%)
上場株式の配当金の受領方法（問２より算出）

証券会社の取引口座で受領（株式数等比例配分方式）

証券会社の取引口座以外で受領

(ｎ＝2,085）
21.2

配当金領収証
41.0

個別銘柄指定
19.3

登録配当金受領口座
14.9

68.7

２-１ 調査結果の概要

5

•本件調査に回答した個人投資者の多くが、特定口座を開設しており（84.2％）、さらに、源泉徴収ありの
特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している（特定口座開設者のうち、83.4％） 。選択した理由として
は、「確定申告を不要にできるから」が最も多かった（78.6％）。

■特定口座の開設状況等

•一方で、証券会社等の取引口座で上場株式の配当金を受領している個人投資者は多くは
なく、その多くが銀行の窓口で受領する方法等により配当を受領している。

※ 証券会社の取引口座以外で受領のグラフ内に記載した「配当金領収証(41.0%)」「個別銘柄指定(19.3%)」「登録配当金受領口座(14.9%)」の
比率は、複数回答可の設問のため、それぞれの比率を合算しても、合計値（68.7％）と一致しない。

※
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２-２ 調査結果の概要

6

•最も多く回答したのは、「特に理由はない」であるが（51.1％）、次に多かったのは、「自ら納税計算するの
で不要」であった（25.8％）。
•一方で、特定口座制度の改善点としては、「特定口座の仕組みが理解できたら」が最多の回答であった
（40.1％）。なお、「改善されても開設するつもりはない」という回答も多かった（31.9％）。

■特定口座を開設しない理由等について

・特定口座制度は、個人投資者に広く浸透しているといえる。
・一方、今後の課題として、「まだ特定口座制度を理解していない個人投資者に対して、より制度の普及・
啓発を行っていくべき」という点が挙げられる。

(%)　　

(ｎ＝2,085）

(%)　　

　　　(%)

改善されても開設するつもりはない

株式や株式投信の保有予定がない

株式や株式投信を保有していない

取引する証券会社等では開設できない

その他

問７．特定口座を開設するための改善点（複数回答可）【特定口座を開設していない個人投資者ベース】

複数の特定口座間で確定申告せずに損益通算可能なら

特定口座の仕組みが理解できたら

一般口座の株式等を振替可能なら

税務署に内容が通知されなければ

自ら納税計算するので特定口座は不要

本人確認書類などの手続が面倒

　　　　　特定口座開設の有無（問１より算出）

問６．特定口座を開設しない理由（複数回答可）【特定口座を開設していない個人投資者ベース】

他の金融商品と損益通算が可能なら

特に理由はない

特別口座の株式を振替可能なら

その他

特定口座
開設していない

15.8

特定口座
開設している

84.2

(ｎ＝329）

25.8

15.2

5.2

4.6

1.8

2.1

51.1

(ｎ＝329）

40.1

12.2

8.8

7.0

4.9

3.3

3.6

31.9
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特定口座
84.2％

３-１ 特定口座等の開設状況

8

•現在、証券会社等に取引口座を開設し、上場株式又は公募株式投資信託に投資したことがある個人
投資者※のうち、特定口座を開設している個人投資者は、84.2％と非常に高い割合である。

•特定口座開設者のうち、源泉徴収選択口座を選択している個人投資者が83.4％である。さらに、その
個人投資者のうち、配当金・分配金を受入れ可能な個人投資者は74.2％である。
特定口座及び源泉徴収選択口座は、個人投資者に広く浸透しているといえる。

証券口座
開設者

Q1(複数回答可) Q3(複数回答可） Q5(単数回答)

一般口座
22.3％

源泉徴収あり
（源泉徴収選択口座）

83.4％

源泉徴収なし
（簡易申告口座）

18.2％

配当金・分配金
受入れ可能

74.2％

分配金のみ
受入れ可能

4.9％

いずれも受入れ
可能でない

20.9％

両方開設 6.5％

両方開設 1.3％

※ 以下、特に断りのない場合は、単数回答の設問としている。

※以下、「個人投資者」といいます。
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３-２ 源泉徴収選択口座の選択とその選択理由

•特定口座開設者が源泉徴収選択口座を選択した理由は、「確定申告を不要にできる」が78.6％で
突出している。

•特定口座開設者が源泉徴収選択口座を選択しなかった理由は、「売買益や配当金等が２０万円以下
のため」が39.5％と最も高く、「損益計算の代行のみを利用したい」が28.9％で次ぐ。「特に理由はな
い」も23.4％と比較的高い。
源泉徴収選択口座の選択の有無は、確定申告が必要か否かによる影響が強い。

9

　　　　　特定口座における源泉徴収の有無（問３より算出）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【特定口座開設者ベース】 (%)　　

(ｎ＝1,756）

(%)　　

　　　(%)

その他

特に理由はない

特に理由はない

問４．源泉徴収あり（源泉徴収選択口座）を選択した理由（複数回答可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【源泉徴収あり（源泉徴収選択口座）を選択した個人投資者ベース】

給与以外の所得収入が２０万円以下

源泉徴収や納税代行機能が不要なため

源泉徴収で運用効率等が低下する

その他

問１０．源泉徴収なし（簡易申告口座）を選択した理由（複数回答可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【源泉徴収なし（簡易申告口座）を選択した個人投資者ベース】

確定申告を不要にできる

証券会社が売却益に対して
源泉徴収してくれる

損益通算を証券口座で行える

源泉徴収ありの
特定口座を選択

している
83.4

選択していない
16.6

(ｎ＝1,465）

31.3

21.5

0.5

7.6

78.6

(ｎ＝291）

39.5

28.9

15.5

4.1

23.4
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３-３ 特定口座を開設しない理由と改善点

10

•特定口座を開設しない個人投資者が特定口座を開設しない理由は、「特に理由はない」が51.1％を
占め、最も高い。

•特定口座を開設しない個人投資者が特定口座を開設するために必要な改善点として、40.1％が「特
定口座の仕組みが複雑でよく分からないため、その内容が理解できれば、特定口座を開設したい。」
と回答している。
特定口座のより一層の普及には、特定口座の仕組みを理解させることが必要といえる。

　　　　　特定口座開設の有無（問１より算出） (%)　　

(ｎ＝2,085）

(%)　　

　　　(%)

問６．特定口座を開設しない理由（複数回答可）【特定口座を開設していない個人投資者ベース】

問７．特定口座を開設するための改善点（複数回答可）【特定口座を開設していない個人投資者ベース】

自ら納税計算するので特定口座は不要

他の金融商品と損益通算が可能なら

特定口座の仕組みが理解できたら

一般口座の株式等を振替可能なら

その他

株式や株式投信を保有していない

取引する証券会社等では開設できない

特に理由はない

本人確認書類などの手続が面倒

株式や株式投信の保有予定がない

改善されても開設するつもりはない

複数の特定口座間で確定申告せずに
損益通算可能なら

税務署に内容が通知されなければ

特別口座の株式を振替可能なら

その他

特定口座
開設していない

15.8

特定口座
開設している

84.2

(ｎ＝329）

25.8

15.2

5.2

4.6

1.8

2.1

51.1

(ｎ＝329）

40.1

12.2

8.8

7.0

4.9

3.3

3.6

31.9
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３-４ 配当金・分配金の受入れ可否とその理由

11

特定口座（源泉徴収選択口座）での配当金・分配金の受入れについて
•配当金・分配金の受入れを行わない理由は「証券会社等の取引口座で配当金を受領したくない（預金
口座や窓口で受領したい）」が19.3％と高く、一方で、 「特に理由はない」は52.6％と半数を超える。

•配当金・分配金の受入れを行う理由は「確定申告が不要になる」が70.5％で突出している。

特定口座での配当金・分配金の受入れ可否（複数回答可）
 　　　　　　　　　　【源泉徴収ありの特定口座開設者ベース】

(ｎ＝1,465）

　　　(%)

配当金がある株式等を保有していない

問９．特定口座で配当金・分配金の受入れを行わない理由（複数回答可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【配当金・分配金の受入れができない個人投資者ベース】

利用の証券会社では損益通算できない

その他

特に理由はない

問８．特定口座で配当金・分配金の受入れを行う理由（複数回答可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【配当金・分配金の受入れができる個人投資者ベース】

預金口座や窓口で配当金を受取りたい

損益通算できることを知らなかった

確定申告により配当控除を選択したい

特に理由はない

確定申告が不要となるため

証券会社等の担当者に勧められた

その他

上場株式の配
当金や公募株
式投資信託の
分配金ともに受

入れ可能
74.2分配金のみ

受入れ可能
4.9

いずれも受入れ
可能ではない

20.9 (ｎ＝1,087）

70.5

6.5

0.7

24.5

(ｎ＝378）

19.3

9.5

6.6

3.2

2.6

52.6

11.4

(%)

(%)
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(%)
問２．上場株式の配当金の受領方法（複数回答可）

発行会社から配当金領収証が郵送され、ゆうちょ銀行等で受け取る
（配当金領収証方式）

証券会社の口座への振り込みで受け取る
（株式数等比例配分方式）

銀行等の預金口座への振り込みを銘柄ごとに指定して受け取る
（個別銘柄指定方式）

銀行等の預金口座への振り込みを一括して受け取る
（登録配当金受領口座方式）

わからない
（保有していない）

(ｎ＝2,085）

41.0

21.2

19.3

14.9

10.1

３-５ 配当金の受領方法

12

•個人投資者の上場株式の配当金の受領方法は「配当金領収証方式」が41.0％で最も高く、「株式数
等比例配分方式」が21.2％、「個別銘柄指定方式」が19.3％と、２割前後で続く。
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問１５．１つの証券会社等においては１つの特定口座しか開設できないことの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問１４．特別口座で上場株式を保有している場合、配当金の受取方法は「証券会社の口座への振り込みで受け取る方式」を選択できないことの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

「よく」+「なんと
なく知っている」

20.4%

「よく」+「なんと
なく知っている」

59.0%23.6 35.4 23.4 17.6

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

4.7 15.7 36.9 42.7

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

３-６ 特定口座に関する認知①

13

•「１つの証券会社等においては１つの特定口座しか開設できないこと」の認知度については、「よく知っ
ている」が23.6％、「なんとなく知っている」（35.4％）を加算した認知度は59.0％であり、比較的高い。

•「特別口座開設者は、配当金の受領方法として『株式数等比例配分方式を選べないこと』」の認知度
は、「よく知っている」が4.7％、 「なんとなく知っている」（15.7％）を加算した認知度は20.4％である。

※以下の頁は全て個人投資者全体ベースである。
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問１１．売却時の譲渡損益の計算で同一銘柄の取得日は先入先出法の認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問１２．売却時の譲渡損益の計算で取得価額は総平均法に準ずる方法の認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

「よく」+「なんと
なく知っている」

37.8%

「よく」+「なんと
なく知っている」

43.0%11.9 31.1 34.3 22.6

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

9.9 27.9 36.9 25.2

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

３-６ 特定口座に関する認知②

14

特定口座における上場株式や公募株式投資信託の売却時の譲渡損益の計算で
•「同一銘柄の取得日は先入先出法によること※１」の認知度は「よく知っている」が9.9％、 「なんとなく
知っている」（27.9％）を加算した認知度は37.8％である。

•「取得価額は総平均法に準ずる方法によること※２」の認知度は、「よく知っている」が11.9％で、 「なん
となく知っている」（31.1％）を加算した認知度は43.0％を占める。

※１ 「先入先出法」とは、先に取得したものから売却されたものとして取り扱う方法。
※２ 「総平均法に準ずる方法」とは、上場株式を最初に取得したときから売却時までの期間を基礎として、当該期間内に取得した同一の上場株式の取得価額を

合算のうえ取得株式総数で除して計算した金額を、売却した上場株式の1単位当たりの取得価額として計算する方法。
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問１３．特定口座内で配当等と譲渡損失を損益通算させるための条件（①口座区分として「源泉徴収ありの特定口座」を開設し、②配当金の受取方法として
　　　　　「証券会社の口座への振り込みで受け取る方式（株式数等比例配分方式）」を選択する必要がある）の認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問１６．複数の証券会社等に源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、売却時の損益を通算するときは確定申告が必要なことの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問１７．証券会社等に源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、年間通算で損失となった場合で、損失を繰り越すとき確定申告が必要なことの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

「よく」+「なんと
なく知っている」

58.4%

「よく」+「なんと
なく知っている」

37.7%

「よく」+「なんと
なく知っている」

49.4%18.2 31.2 31.1 19.5

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

9.5 28.2 38.3 24.0

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

27.6 30.8 25.5 16.2

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

３-６ 特定口座に関する認知③

15

•特定口座内で損益通算させるための条件は、「よく知っている」が9.5％、 「なんとなく知っている」
（28.2％）を加算した認知度は37.7％である。

•複数の証券会社等に源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、損益通算するときに確定申告が
必要なことの認知度は「よく知っている」が18.2％、 「なんとなく知っている」（31.2％）を足した認知度
は49.4％である。

•証券会社等に源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、損失を繰り越すには確定申告が必要な
ことは「よく知っている」が27.6％、 「なんとなく知っている」（30.8％）を足した認知度は58.4％である。
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問１８－１．証券会社等に開設する特定口座において、年間を通じて売買取引や配当金・分配金の受入れが一切なかった場合であっても
　　　　　　  すべての項目に「０」が記載された「特定口座年間取引報告書」が交付されることの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問１８－２．すべての項目に「０」が記載された「特定口座年間取引報告書」の交付についての意識（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

「よく」+「なんと
なく知っている」

62.1%

68.0%

「どちらでも良い」
+「回答がすぐ
得られるなら」+

「不要」

32.0 34.2 17.6 16.2

交付は必要 交付はどちらでも良い
照会して回答が

すぐ得られるなら不要
交付は不要

30.1 32.0 22.5 15.4

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

３-６ 特定口座に関する認知④

16

•年間を通じて売買や配当金・分配金の受入れがない場合でも「特定口座年間取引報告書」が交付さ
れることの認知度は「よく知っている」が30.1％、 「なんとなく知っている」（32.0％）を加算した認知度
は62.1％と比較的高い。

•その必要性については、「交付は必要」が32.0％であり、それ以外の68.0％は交付が必要とは考えて
いない（「どちらでも良い」が34.2％、不要計「条件付不要＋不要」が33.8％）。
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問１９－１．証券会社等に開設する特定口座において、「上場株式や公募株式投資信託の残高がなく、かつ売買取引や配当金の受入れが一切ない状態」が
　　　　　　  ２年以上続いた場合には、法令により特定口座が廃止されることの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問１９－２．法令により特定口座が廃止されることついての意識（単数回答）

(ｎ＝2,085）

(%)

「よく」+「なんと
なく知っている」

25.4%7.6 17.8 35.1 39.5

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

特段気にならな
い（特定口座が
廃止されても

良い）
48.4

不便（証券口座
が閉鎖されない
のに特定口座が
廃止されるのは

不便）
51.6

３-６ 特定口座に関する認知⑤

17

•「特定口座のみなし廃止制度」の認知度は「よく知っている」が7.6％、 「なんとなく知っている」（17.8％）
を加算した認知度は25.4％であり、あまり認知されていない。

•上記制度により廃止されることの利便性については、「不便」が51.6％であり、「特段気にならない」の
48.4％と拮抗している。
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問２０－１．親族等から相続や贈与により上場株式や公募株式投資信託を取得し、特定口座に受け入れる場合、同一銘柄についてすべて当該特定口座へ
　　　　　　  受け入れる必要があるなどの一定の制約があることの認知（単数回答）

ｎ

全　体 2,085

(%)

問２０－２．一定の制約があることについての意識（単数回答）

(ｎ＝2,085）

(%)

「よく」+「なんと
なく知っている」

19.4%2.8 16.6 38.8 41.7

よく知っている なんとなく知っている あまりよく知らない 全く知らない

一定の制約は
必要であると

思う
24.9

特段
気にならない

39.0

非常に複雑で
あり制約は
撤廃すべき

36.0

３-６ 特定口座に関する認知⑥

18

•相続や贈与の際の一定の制約※の認知度は「よく知っている」が2.8％、 「なんとなく知っている」（16.6％）
を加算した認知度は19.4％と比較的低い。

•一定の制約の要否については、「一定の制約は必要であると思う」（24.9％）よりも「制約は撤廃すべき」
（36.0％）の方が高い。一方で、「特段気にならない」も39.0％と高い。

※ 「一定の制約」の例
① 叔父から贈与を受ける場合、贈与者である叔父が特定口座で上場株式であるＡ銘柄を2株保有しており、贈与を受ける者が特定口座で既に当該Ａ銘柄を保有

しているときには、贈与を受ける者は2株すべてを特定口座へ移管しなければなりません（1株だけを移管することはできません）。
② 父親が一般口座で上場株式であるＢ銘柄を保有し、相続などにより、相続する者が特定口座に当該銘柄を移管するときには、父親が他の証券会社等に開設する

一般口座や特別口座で保有するＢ銘柄（相続などの前に一般口座で売却等を行ったものを含む）の存在をすべて確認し、また、その取得価額をすべて調査して
計算のうえ、特定口座へ受け入れる必要があります（実務上、父親が保有するＢ銘柄の存在と取得価額などを完全に証明することは困難であるため、相続などに
よる特定口座への受入れは行うことが困難です。）。
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３-７ 回答者属性①

19

•主な収入源は、「給与所得」が59.5％と多くを占め、次いで、 「年金・恩給」が16.1％、 「事業所得」が

6.6％である。年収は、「500万円未満」が６割を超える。昨年中の累計売買額は、「昨年中は売買して
いない」が38.9％、「50万円未満」が20.9％を占める。現在保有している上場株式や公募株式投資信
託の総額は、「10万円未満」～「300万円未満」を合計すると56.8％で、「現在保有していない」が9.2％
である。

Ｆ１　職業（単数回答） Ｆ４　昨年＜平成22年＞中の売買損益や配当金（単数回答）

ｎ ｎ

全　体 2,085 全　体 2,085

(%) (%)

Ｆ２　主な収入源（単数回答） Ｆ５　昨年＜平成22年＞中の累計売買額（単数回答）

ｎ ｎ

全　体 2,085 全　体 2,085

(%) (%)

Ｆ３　年収（単数回答） Ｆ６　現在保有している上場株式や公募株式投資信託の総額（単数回答）

ｎ ｎ

全　体 2,085 全　体 2,085

(%) (%)

59.5

給与所得 事業所得

6.6

利子・配当

2.8

貯蓄の
取り崩し

1.2

家賃・地代

1.6

年金・恩給

16.1

特に
収入はない

11.8

その他

0.5

卸・
小売・

ｻｰﾋﾞｽ業

6.2

製造・
修理・
加工業

3.5

自由業

3.4

管理職

10.7

事務系
の

勤め人

19.6

技術系
の

勤め人

12.0

労務系
の

勤め人

4.4

農林・
漁業

0.3

学生

1.5

専業
主婦・
主夫

16.6

パート・
ｱﾙﾊﾞｲﾄ・
ﾌﾘｰﾀｰ

8.2

無職・
年金
のみ

11.6

その他

1.9

300万円
未満

41.0

300～
500万円

未満

22.0

500～
700万円

未満

17.3

700～
1,000万円

未満

13.2

1,000～
1,200万円

未満

3.0

1,200～
1,500万円

未満

1.6

1,500～
2,000万円

未満

1.2

2,000万円
以上

0.8

50万円未満

20.9

50～100万円
未満

11.3

100～300万円
未満

13.1

300～500万円
未満

4.9

500万円以上

10.9

昨年中は
売買していない

38.9

501万円
以上

0.7

301～
500万円

以下

0.9

101～
300万円

以下

2.1

51～
100万円

以下

2.4

21～
50万円
以下

4.5

1～
20万円
以下

21.9

損益は
ほぼゼロ

17.7

1～
20万円
以下

11.2

21～
50万円
以下

7.6

51～
100万円

以下

5.9

101～
300万円

以下

5.0

301～
500万円

以下

1.2

501万円
以上

1.6

売買せず
配当金

なし

17.2

現在保有
していない

9.2

10万円
未満

6.5

10～
50万円
未満

14.4

50～
100万円

未満

13.7

100～
300万円

未満

22.2

300～
500万円

未満

11.2

500～
1,000万円

未満

10.6

1,000～
3,000万円

未満

8.1

3,000～
5,000万円

未満

2.6

5,000万円
以上

1.5

利益 損失
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Ｆ７　昨年＜平成22年＞中に売買した銘柄数（単数回答） Ｆ１０　昨年＜平成22年＞分の証券投資に係る確定申告（単数回答）

ｎ ｎ

全　体 2,085 全　体 2,085

(%) (%)

Ｆ８　株式等の投資方針（単数回答） Ｆ１１　現在開設している証券口座（複数回答可）
(%)

ｎ

全　体 2,085

(%)

Ｆ９　特定口座数（単数回答）【特定口座開設者ベース】

ｎ

全　体 1,756

(%)

45.8

概ね長期保有
値上がり益
あれば売却

値上がり益重視
短期間に売却

13.8

配当を重視

13.4

特に
決めていない

25.6

その他

1.5

１銘柄

8.5

２～３銘柄

21.1

４～９銘柄

16.6

１０銘柄

3.7

１１～
２０銘柄

5.1

２１～
３０銘柄

1.9

３０銘柄
以上

4.1

昨年中は
売買して
いない

38.9

特定口座を
１社のみ開設してい

る

53.3

特定口座を
２社以上開設してい

る

46.7

確定申告をした

26.6

確定申告をしていない

70.2

わからない

3.2

(ｎ＝2,085）

10.8

2.9

94.8証券会社

銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合

投資信託委託会社

３-８ 回答者属性②

20

•現在開設している証券口座は、「証券会社」に開設している人が94.8％とほとんどを占める。株式等の
投資方針は、「概ね長期保有、値上がり益あれば売却」が45.8％で最も多い。

•特定口座開設者のうち、「特定口座を１社のみ開設」しているのは53.3％で、残りの46.7％は「特定口
座を２社以上に開設」している。
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特定口座に係る調査 報告書
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